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令和 6（2024）年

2 月 １日
西東京市

今月号に掲載の講座一覧は、市ホー
ムページでもご覧いただけます。
詳細情報やチラシを掲載している講
座もありますので、ぜひご確認くだ
さい。

市ホームページをご活用ください！

制作メンバーの声は4面へ！

●�すごろく盤は西東京市の地図の形になっていて
「下野谷遺跡」や「いこいの森公園」「多摩六都科
学館」などが配置されています。

●�例えば、東伏見稲荷神社のマスで止まったら「神
社でねがいごと。夢を教えて！」と書かれてい
て、「モデルになれますように！」と語るなどし
ます。

●�「マジか！」のマスで止まったら74枚の「マジか！
カード」から1枚を引いて読み上げます。それを�
聞いたみんなは声をそろえて「マジか！」とちょっと�
怒ったり笑ったり共感したりします。
●�西東京市で採れる「梨」と「ぶどう」のマスで止
まったら、「条文カード」を引き、読み上げます。
その条文が４つの権利「生存」「参加」「保護」「発
達」のどこにあてはまるかみんなで相談して、別
紙の権利シートに置きます。

第13条２
市、保護者、育ち学ぶ施設の
関係者、市民及び事業者は、
子どもの意見表明及び参加
を促進するために、子どもの
考え及び意見を尊重し、主体
的な活動を支援するよう努
めるものとします。

前文11 
おとなは、子どもが安心して
自分の思いや考えを十分に
伝えられるよう、子どもと向
き合って意見を聴きます。

第８条
市、育ち学ぶ施設の関係者、
市民及び事業者は、子どもが
虐待を受けることなく、健や
かに育ち、安心して暮らせる
よう努めるものとします。

第３条３
育ち学ぶ施設の関係者は、子
どもが主体性を持ち、学び、
成長するよう支援に努める
ものとします。

前文
おとなは、子どもに寄り添い
ながら、子どもが遊び、学び、
その他の活動ができるよう、
子どもの育ちを支えます。

前文７
子どもは、一人ひとりの違い
が認められ、自分らしく育つ
ことができます。

と叫んで、 を知ろう！マジか！

　市民の想いと活動の成果が形となり完成した「西東京市子
ども条例（平成30年度制定）」について、一昨年の２月１日号

（第249号）でご紹介しました。その後、公民館の講座をきっか
けに、子ども食堂のボランティアに集う10代・20代の若者た
ちによって、条例をみんなで遊びながら知ることができるす
ごろく作りを開始。昨年12月に約1年越しで完成しました。

　「マジか！カード」に書
かれたつぶやきは、市内の
公民館や子ども食堂に設
置された「マジか！ BOX」
に子どもたちが実際に寄
せてくれたもの。子どもた
ちにこのすごろくで遊ん
でもらうのが、制作したメ
ンバーみんなの「夢」です。
このすごろくは「西東京わ
いわいネット」により制作
され、市内全6公民館に常
備し、貸し出しも可能で
す。制作者たちの声は４面
をご覧ください。

子どもの権利子どもの権利

遊び方

～『西東京市子ども条例すごろく“マジか！”』が完成しました～～『西東京市子ども条例すごろく“マジか！”』が完成しました～

作ったみんなで遊んでみた

　「一人ひとりの個性を大切
にしよう」と言っているの
に、校則がたくさんあるとこ
ろ。

マジか！カード１

　自分にあまい大人。大人は
自分が怒っているときに、子
どもを怒ってくる。とばっち
りを受けないように、子ども
が気を使わせられる。

マジか！カード3

　注意されるときに、大声で
怒鳴りつけたり、暴力をふる
われたりする。精神的にも追
い詰められて辛くなる。

マジか！カード5

　教えられてないことを「わ
かりません」と言ったら「そ
んなのも知らないのか！」と
怒鳴られた。

マジか！カード2

　 人 違 い を さ れ て ク ラ ス
メート全員の前で怒られ、弁
明しても全く聞いてもらえ
ず、その後、他のクラスの人
にも僕が犯人だと思われ、僕
がやってないことを知って
いる人からは哀れみの目を
向けられた。人違いにもかか
わらず、先生や周りは僕が犯
人だとすぐ納得してしまっ
たことに、とても悲しくなっ
た。

マジか！カード4

声の「公民館だより」をお届けしています。知り合いで希望される方がいらっしゃいましたら、谷戸図書館（電話042-421-4545）へお問い合わせください。


